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■茨城県自治研修所　市町村研修課 ■交通アクセス
　 〒310-0802　水戸市柵町１－３－１　水戸合同庁舎７階 　・水戸駅南口から徒歩約１０分

 　TEL ０２９－３０３－１３２６　　FAX ０２９－２３３－１０３１ 　・研修生用駐車場（水戸市三の丸３丁目９番地)から徒歩約１０分

 　E-mail    jichiken2@pref.ibaraki.lg.jp 　　詳しくは当研修所ＨＰを御覧ください。

　　http://www.ibaraki-jichiken.jp

 マイナンバー制度に関する基礎的な知識を身に付けます。

令和２年度 市町村職員研修 ＞ 特別研修 ＞ 実務専門コース

マ イ ナ ン バ ー 制 度 講 座
～基礎的な知識を身につけよう～

研修の目的とねらい 熟練度・経験度目安 ★★☆☆☆

マイナンバー制度の正確な知識を身に付け，適切な取扱いができるようにする。

  個人情報の管理とその留意点について学びます。

  マイナンバー制度におけるトラブル実例からその対応等を学びます。

期日

第１班 令和２年　７月　２日（木）　～　７月　３日（金）

第２班 令和２年　７月２９日（水）　～　７月３０日（木）

時間
１日目 10時00分～16時30分　※集合：9時45分

２日目 9時30分～16時30分

会場 茨城県自治研修所　７階　７０２研修室 講師 学識経験者

対象

一般職員
計画
人員

５５人マイナンバーの取扱い担当者になった，マイナンバー制度の基本を
学びたい，適切な管理方法を知りたい，係長級以上　といった方

２日目
・管理運用における留意点
・情報セキュリティ対策

閉
講

休憩

研修の概要

　平成２７年７月からマイナンバー制度が施行され，平成２９年７月にはオンラインでの情報連携
が始まりました。自治体職員には，マイナンバーの正確な知識や適切な取扱いが求められていま
す。
　当講座では，マイナンバー制度に関する基礎的な知識を習得するとともに，その管理方法や想定
される問題点等について対処法を学びます。

タイムスケジュール

9:30 9:45 10:00 12:00 13:00 16:30

１日目
開講

ｵﾘｴﾝﾃｰ
ｼｮﾝ

・マイナンバー制度の概要
・地方自治体に求められる対応

休憩

※計画内容は，講師との打合せ等により，若干変更となる場合がありますので，予め御留意ください。

マイナンバー制度の概要を改めて深く掘り下げて学ぶことができたので良かった。

グループワークをしたことでどういった脅威などがあってどんな対策をしたらよいか，考えを深めることができ勉強になった。

マイナンバーの研修に初めて参加しましたが，とても分かりやすかった。

受講者の声


